
秩父市議会だより 平成20（2008）年５月10日 （2）

３
月

４
日　

○
開
会　

○
会
議
録
署
名
議

員
の
指
名

　
　
　

○
会
期
の
決
定

　
　
　

○
諸
報
告　

○
施
政
方
針

　
　
　

○
市
長
提
出
議
案
の
報
告

　
　
　

○
議
案
第
１
号
か
ら
議
案
第

３
号
ま
で
一
括
上
程
、
即

決

　
　
　

○
議
案
第
４
号
か
ら
議
案
第

42
号
ま
で
一
括
上
程
、
説

明

５
日　

○
休
会
（
議
案
調
査
・
一
般

質
問
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

６
日　

○
休
会
（
議
案
調
査
・
一
般

質
問
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

７
日　

○
議
案
に
対
す
る
質
疑

　
　
　

○
議
案
の
委
員
会
付
託

８
日　

○
休
会
（
土
曜
日
）

９
日　

○
休
会
（
日
曜
日
）

10
日　

○
議
案
に
対
す
る
質
疑

11
日　

○
請
願
・
陳
情
付
託

　
　
　

○
市
政
に
対
す
る
一
般
質
問

12
日　

○
市
政
に
対
す
る
一
般
質
問

13
日　

○
市
政
に
対
す
る
一
般
質
問

14
日　

○
休
会
（
議
案
調
査
）

15
日　

○
休
会
（
土
曜
日
）

16
日　

○
休
会
（
日
曜
日
）

17
日　

○
委
員
会

18
日　

○
委
員
会

19
日　

○
委
員
会

20
日　

○
休
会
（
祝
日
）

21
日　

○
休
会
（
事
務
整
理
）

22
日　

○
休
会
（
土
曜
日
）

23
日　

○
休
会
（
日
曜
日
）

24
日　

○
委
員
長
報
告
に
対
す
る
質

疑

　
　
　

○
討
論　

○
採
決　

○
閉
会

３
月
定
例
会

　
　

会
期
日
程

１
月

16
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

21
日　

議
員
ク
ラ
ブ
連
絡
会

　
　
　

危
機
管
理
・
ダ
ム
対
策
特
別
委

員
会

　
　
　

有
害
鳥
獣
対
策
等
調
査
特
別
委

員
会

23
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

29
日　

鴻
巣
市
視
察
来
秩

２
月

４
日　

島
根
県
出
雲
市
視
察
来
秩

　
　
　

長
野
県
伊
那
市
視
察
来
秩

５
日　

岩
手
県
八
幡
平
市
視
察
来
秩

12
日　

有
害
鳥
獣
対
策
等
調
査
特
別
委

員
会

13
日　

第
三
区
議
長
会
議
員
研
修
会

18
日　

議
員
ク
ラ
ブ
連
絡
会

　
　
　

各
派
代
表
者
会
議

　
　
　

危
機
管
理
・
ダ
ム
対
策
特
別
委

員
会

　
　
　

茨
城
県
牛
久
市
視
察
来
秩

27
日　

各
派
代
表
者
会
議

　
　
　

議
会
運
営
委
員
会

３
月

４
日　

各
派
代
表
者
会
議

　
　
　

定
例
会
開
会

７
日　

各
派
代
表
者
会
議

13
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会

24
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　

各
派
代
表
者
会
議

　
　
　

定
例
会
閉
会

議

会

日

誌

議

会

日

誌

　

秩
父
市
議
会
３
月
定
例
会
は
、
３
月
４
日
か
ら
３
月
24
日
ま
で
の
21
日

間
を
会
期
と
し
て
開
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
３
月
議
会
で
は
、
市
政
全
般
に
対
す
る
一
般
質
問
に
18
名
の
議
員

が
登
壇
し
、
市
政
発
展
の
た
め
の
活
発
な
論
議
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

　

審
議
し
た
議
案
は
、
初
日
（
４
日
）
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
42
件
の
う

ち
３
件
を
即
決
審
議
し
、
最
終
日
（
24
日
）
に
追
加
議
案
８
件
、
議
員
か

ら
提
出
さ
れ
た
５
件
の
議
案
、
合
計
55
件
の
議
案
で
す
。

　

他
に
請
願
１
件
、
陳
情
１
件
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

３月　定例会
　平成20年度秩父市一般会計予算　・・・・・・　原案可決
　子育て支援・元気長寿のまち宣言　・・・・・　原案可決
　秩父市オートキャンプ場条例廃止　・・・・・　原案可決


